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平成25年６月21日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○概要説明

総合政策部、商工観光労働部、農政水産部

１．農産物及び県産品の販売状況等について

２．民間企業の生産・製造力強化に対する支援につ

いて

３．フードビジネス振興構想の具体化に向けた取組

について

○協議事項

１．県内調査について

２．次回以降の委員会ついて

３．その他
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政策調査課主幹 松 浦 好 子

議 事 課 主 査 松 本 英 治

○岩下委員長 それでは、ただいまから成長産

業・ＴＰＰ対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、本委員会の調査事項の１つでありま

す「フードビジネスの展開と取組に関すること」

を踏まえまして、総合政策部、商工観光労働部、

農政水産部より、「農産物及び県産品の販売状況

等について」、「民間企業の生産・製造力強化に

対する支援について」、「フードビジネス振興構

想の具体化に向けた取組について」説明を受け

たいと思います。

次に、４の協議事項でありますが、今後、予

定しております県内調査などについて、御協議

をいただきたいと思います。

以上のとおり決定することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

本日は、総合政策部、商工観光労働部、農政

水産部においでいただきました。

それでは、早速でございますが、概要説明を

どうぞよろしくお願いいたします。

○土持総合政策部長 おはようございます。総

合政策部長の土持でございます。

本日は、ただいま委員長のほうから紹介がご

ざいましたように、総合政策部、それから商工

観光労働部、そして農政水産部の各部長以下課

長等、たくさん参っております。どうぞよろし

くお願いいたします。

成長産業化につきましては、先日、アベノミ

クスの第３の矢として、日本再興戦略が取りま

とめられたところでございます。本県では、ま

さに今、復興から新たな成長に向けた基本方針

に基づきまして、フードビジネスなどの成長産

業化を目指すこととしておるところでございま

す。

国が、今後、打ち出してくるといいますか、

打ち出してくるであろう成長戦略に関連する施

策、これをしっかりと取り組みながら、本県の

成長産業の育成・加速化を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。

それでは、今回報告をさせていただきます項

目につきまして御説明をいたします。

お手元の委員会資料、恐れ入ります、めくっ

ていただきまして、目次をごらんいただきたい

と思います。

本日は、今回、１つ目の農産物及び県産品の

販売状況等につきまして、農政水産部、そして

商工観光労働部のほうから説明をさせていただ

きます。その後に、２の民間企業の生産・製造

力強化に対する支援につきまして商工観光労働

部から、そして３つ目でございますが、フード

ビジネス振興構想の具体化に向けた取組につき

まして、総合政策部のほうから説明をさせてい

ただきます。

詳細につきましては、それぞれ担当課長のほ

うから説明をいたさせますので、どうぞよろし

くお願いいたします。
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私からは、以上でございます。

○甲斐ブランド・流通対策室長 農政企画課ブ

ランド・流通対策室でございます。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。

「農産物及び県産品の販売状況等について」

のまず農産物の流通の現状等についてでありま

す。

１の青果物の流通に関する現状と課題等につ

いて説明をさせていただきます。

（１）青果物の流通状況ですが、平成23年度

の青果物の総出荷量は28万9,000トンです。その

うち農業団体の出荷量が14万2,000トンで、出荷

先は、表にありますように、関西が23.1％と最

も多く、続いて県内、京浜、九州内の順になっ

ております。

次に、（２）の平成23年度の輸送比率でござい

ますが、表の左の京浜地区、ＪＲコンテナが14

％、海上コンテナが７％と、計21％で、大量輸

送機関で輸送しております。また、中ほどの阪

神地区へは、ＪＲコンテナが２％、海上コンテ

ナが10％と、計12％を大量輸送機関で輸送して

おります。

（３）の輸送手段とコストの関係ですが、本

県の青果物は、皆さん御存じのように、トラッ

ク輸送、フェリーを利用した輸送、海上コンテ

ナ輸送、ＪＲコンテナ輸送の主に４つの輸送経

路を利用しまして、産地から京浜市場まで輸送

しております。現在のところはトラック輸送が

中心ですが、海上コンテナ輸送やＪＲコンテナ

輸送等への転換は、表の右側の標準運賃コスト

にありますように、海上コンテナが約40円、Ｊ

Ｒコンテナが約38円と、コスト削減につながる

とともに、地球温暖化防止の意味からも必要な

取り組みであると考えております。

それでは、２ページ目をお開きください。（４）

の青果物流通における課題でございます。

生産コストに占めるキュウリの運賃は約７％、

マンゴーは約２％です。運賃に選果場経費や包

装荷づくり費等を含めた流通経費は、生産コス

トの約30％になります。現在、生産量の減少に

伴う選果場経費の増加等も見られる状況にあり

ますので、流通コストの削減を図るためには、

運賃だけでなく選果場経費など、流通経費全体

のコスト削減を図ることが重要になっておりま

す。

次に、（５）の今後の青果物流通の展開方向で

すが、流通経費全体のコストの削減を進めるた

めには、県内各地域におきまして、ＪＡ内にお

ける集出荷施設の整理統合、ＪＡ間での委託選

果、ＪＡ間や農業法人等との荷の混載などを推

進するとともに、予冷・保冷機能の充実強化に

よる中央及び県北の拠点集出荷施設への集約化

に取り組んでまいりたいと考えております。

このため、県では、そこの支援策のところで

ございますが、農産物流通コスト削減総合支援

事業により、流通コストの削減計画の策定や削

減計画の実施に必要な資材等への助成を行って

いるところです。

フードビジネスを推進するためには、これら

の青果物流通に新たな商流・物流を付加しなが

ら、これらの青果物流通の効率化を進めてまい

りたいと考えております。

説明は以上であります。

○岩下委員長 ありがとうございました。

○押川畜産振興課長 それでは、資料の３ペー

ジをごらんください。私のほうからは、畜産物

の流通に関しまして、現状と課題を御説明申し

上げます。

まず、畜産物につきましては、いわゆる生体
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の流通と畜産物にした後の流通と２通りござい

ますので、（１）（２）にそれぞれ掲げてござい

ます。

まず、（１）につきましては、肉牛、肉豚、ブ

ロイラー、それぞれの生体の流通状況を書いて

ございますが、牛、豚につきましては、県内へ

の出荷、県外に分けまして、それぞれおおむね

４割程度は県外に出ているといったような現状

がございます。また、ブロイラーにつきまして

は、県外出荷につきましては１割強という状況

にございます。

次に、（２）の畜産物の流通状況でございます。

まず、牛・豚肉でございますが、全体の出荷

量が平成22年度約７万トン、それぞれの販路、

輸送手段で特徴的なところを御説明申し上げま

すと、主な販路としましては、京浜地域が10％、

その一方で県内は31％ということで、牛・豚肉

につきましては京浜地域への移出というのが課

題となってございます。また、輸送手段としま

しては、トラックの陸送が７割程度ということ

でございます。

次に、ブロイラー、鶏肉でございますが、22

年の出荷量全体で27万トン、主な販路といたし

まして特徴的なものは、京浜、阪神・中京、合

わせまして７割強でございまして、牛・豚肉と

違った様相を呈してございます。また、主な輸

送手段としまして、トラックの陸送、海上、そ

れぞれ４割ということになってございます。

今まで申し上げました現状を踏まえまして、

それぞれの課題と展開方向でございますが、先

ほど申し上げましたように、牛・豚とも出荷量

の４割以上を県外に出荷している状況がござい

ますので、今後のフードビジネスへの展開を考

えますと、県内屠畜頭数の増加なりを図るため、

屠畜場の機能強化、処理能力を向上させるため

のハード・ソフト面の環境整備が必要かと存じ

ます。

また、食肉の販路は、牛・豚肉、鶏肉、それ

ぞれ特徴がございますので、それぞれに合わせ

た販売戦略が必要かと存じます。

そして、最後に食肉の流通につきましては、

チルド状態での鮮度保持というのが大変重要に

なってまいりますので、遠隔地にある本県とい

たしましては、効率的な輸送システムの構築に

よる物流コストの低減が課題となってくると考

えております。

以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。

○日下オールみやざき営業課長 オールみやざ

き営業課でございます。特別委員会資料の４ペ

ージをお開きください。

まず、県産品の販売の現状等についてでござ

います。

１のアンテナショップの売上額等の推移をご

らんください。

（１）の店舗別売上額の推移でございます。

平成24年度の売上額は、みやざき物産館が前年

比15.2％減の２億8,734万5,000円、新宿みやざ

き館は7.9％減の３億485万7,000円、大阪事務所

は5.1％増の1,200万2,000円、３店舗合わせた合

計は11.4％減の６億420万5,000円となっており

ます。

ページ下の折れ線グラフをごらんください。

平成17年度以降の売上額の推移をお示ししてお

ります。

いわゆる宮崎ブームによりまして、本県産品

の知名度は全国的に高まり、みやざき物産館、

また新宿みやざき館ともに、平成19年度以降、

飛躍的に売上額が増加しましたが、平成22年度

以降につきましては、長引く景気低迷や東日本
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大震災を初めとする県内外の相次ぐ災害の影響

等から、宮崎ブーム以前である平成18年度以前

の売上額は上回っているものの、売上額は大幅

に落ち込んでいる状況にございます。

資料の次の５ページをごらんください。（２）

に店舗別の部門別売上状況をお示ししておりま

す。

店舗ごとの売り上げの傾向を見てみますと、

みやざき物産館は観光客が主になっております

ので、お土産であるお菓子が３割を超えている

ところでございます。

新宿みやざき館では、日用品に当たりますお

米やシイタケなどの農産品や、鳥の炭火焼きや

チキン南蛮などの畜産品の売り上げが多くなっ

ておりまして、また軽食コーナーも全体売り上

げの15.1％を占めているところでございます。

大阪事務所につきましては、ビルの９階に位

置することもございまして、県人会の関係など

宮崎とゆかりのある方が主なお客様となってお

り、酒類の売り上げが３割を超えているところ

でございます。

今後は、これらの店舗ごとの消費者のニーズ

を的確に把握しながら、品ぞろえの充実や販売

方法の多元化、積極的なＰＲ展開などに努め、

県産品の販路拡大や定番・定着化に、関係者一

丸となってオールみやざきの体制で取り組んで

いきたいと考えております。

続きまして、２の主な商談会の開催実績でご

ざいます。

平成24年度につきましては、国内外計７回、

商談会に参加をいたしまして、工芸品や漬物、

お菓子、調味料などにつきまして、バイヤーと

の商談が成立しているところでございます。

続いて、６ページ、お開きいただければと思

います。３の物産展の開催実績でございます。

平成24年度につきましては、101件の物産展を

開催しまして、うち53件が新たに開催したもの

でございます。

なお、これらの物産展や商談会の開催につき

ましては、宮崎県物産貿易振興センターが運営

主体となって実施しているものでございますが、

今後とも同センターと連携を図りながら、ここ

に記載しているものに限らず、積極的な事業展

開を行ってまいりたいと考えております。

続いて、４、食料品・飲料の輸出の状況をご

らんください。

（１）輸出額の推移でございますが、こちら

につきましては当課で行っております貿易実態

調査によるものでございますが、平成23年の食

料品・飲料の総輸出額６億4,357万5,000円のう

ち、アジア向けの輸出額が78.7％に当たります

５億635万2,000円となっております。

過去５年間の推移を見てみますと、まず平成19

年から平成20年にかけまして、総輸出額１

億5,604万1,000円から６億568万1,000円と、約

４倍弱に伸びているところでございます。これ

は、平成13年のＢＳＥの発生以降、停止されて

いた牛肉の輸出がこの時期に再開されたことな

どによるものでございます。

また、平成22年から平成23年にかけまして、

総輸出額７億9,628万3,000円から６億4,357

万5,000円と、約20％の減となっておりますが、

こちらは平成22年の口蹄疫の発生により、牛肉

の輸出がこの時期に停止されたことや震災が要

因と考えられますが、現在は輸出の停止も解除

されまして、回復しつつある状況でございます。

（２）の輸出企業数の推移をごらんください。

平成21年以降、輸出に取り組む企業数は年々増

加しておりまして、平成23年は70社の企業が取

り組んでいるところでございます。
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最後に、５の宮崎県香港事務所の概要につい

てでございます。

まず、事務所の機能でございますが、県産品

の販路開拓等を積極的に推進するため、商品サ

ンプル等を保管する物流倉庫と、県内企業等の

現地活動拠点となるフロンティアオフィスを６

ブース併設しているところでございます。設置

場所は、香港国際港に隣接した利便性のよいと

ころでございまして、面積は150平米、スタッフ

は県職員１名と現地採用職員２名の計３名の体

制となっております。

香港事務所につきましては、去る13日に活動

を開始したところでございますが、香港はアジ

アでも大変有望な市場でございます。みやざき

東アジア経済交流戦略上も重点地域として位置

づけておりますが、今後とも香港事務所を拠点

といたしまして、県産品の積極的な販路開拓を

行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。

○冨山産業集積推進室長 産業集積推進室でご

ざいます。資料７ページをごらんください。民

間企業の生産・製造力強化に対する支援につい

てでございます。

１のこれまでの取組でございますが、ここで

は支援機関ごとに主な支援業務について説明い

たします。

まず、（１）の食品開発センターでございます。

同センターでは、食品製造業や加工グループを

対象に、技術的な支援を行っております。

①の相談・支援等件数でございますが、研究

開発につきましては、24年度は冷凍ホウレンソ

ウの加工技術に関するものなど、19課題に取り

組んでおります。また、工業相談・技術指導

は1,223件、依頼試験が310件、設備利用が215件、

その他、職員による巡回企業訪問や研究会の開

催などを実施しております。

②に成果事例を上げさせていただいておりま

す。

最初の事例は、同センターで開発されました

平成宮崎酵母と焼酎用の新品種甘藷「黄金まさ

り」を用いて試験醸造を行い、アルコール収量、

酒質とも良好であることが確認できたというも

のでございます。この成果をもとに、現在、小

玉醸造から新商品が販売されております。

なお、本日、成果事例で紹介します商品の実

物をお持ちしましたので、ごらんいただければ

と存じます。

次の金柑ペーストの事例でございますが、金

柑のシロップ漬けをペースト状に加工したいと

いう相談を受けまして、同センターで検討し、

ペースト製造方法を指導したものでございます。

これも、現在、上沖産業から新商品が販売され

ております。

８ページをごらんください。（２）の宮崎県産

業振興機構でございます。

同機構は、中小企業の新商品開発から販路開

拓まで幅広い支援を行っておりまして、①の相

談・支援等件数にありますとおり、24年度は窓

口相談970件、専門家派遣22件のほか、環境リサ

イクルに係る技術開発支援や産学官連携による

技術開発支援、また、みやざき農商工連携応援

ファンドを活用しました新商品開発への支援等

を実施しております。

②の成果事例でございますが、ＳＰＧの膜を

利用したビール精密ろ過の技術開発では、宮崎

ひでじビールがＳＰＧテクノ、食品開発センタ

ーと連携いたしまして、県産大麦を原料に、賞

味期限の長い新商品を開発したものでございま

して、昨年のインターナショナル・ビアコンペ
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ティションで見事金賞を受賞するなど、高い評

価が得られているところでございます。

また、農商工連携による新商品開発の事例は、

デイリーマームが新福青果と連携し、食品開発

センターの指導を受けてゴボウチップスを開発

したものでございまして、現在、月平均３万袋

を売り上げるヒット商品となっております。

９ページをごらんください。（３）の中小企業

団体中央会でございますが、中央会は県食品産

業協議会の事務局を務めるなど、食品関連の中

小企業への支援事業にも取り組んでおりまして、

①の相談・支援等件数にありますように、企業

訪問、セミナー等の開催、発展型食品産業振興

事業による商品開発への支援などを実施してお

ります。

②の成果事例でございますが、食品産業マッ

チング会を開催いたしましたところ、24年度は

県産素材や一次加工品を製造する企業等40社が

出展いたしまして、そのうち１カ月後の追跡調

査の情報では、16社が成約、８社が継続交渉中

と、一定の取引拡大に寄与したものと考えてお

ります。

また、次の事例でございますが、新商品開発

支援によりまして、株式会社器では児湯郡の農

産物を使ったドレッシング６種が開発されまし

て、売り上げも順調に伸びているということで

ございます。

10ページをごらんください。これまでの取り

組みに加えまして、25年度、新たに取り組む事

業について御説明いたします。

（１）のフード・オープンラボ整備事業でご

ざいます。これは、食品開発センターに食品営

業許可が取得でき、ワンランク上の衛生基準に

も対応できるオープンラボを整備するものでご

ざいまして、企業の新商品開発の活発化ととも

に、衛生管理のレベルアップによる取引拡大を

目指すものでございます。

（２）の食品産業試作品ブラッシュアップ事

業では、試作品の販売拠点として宮崎空港にチャ

レンジショップを開設いたしまして、消費者ニ

ーズの効果的な把握と迅速な試作品のブラッ

シュアップを支援するものでございます。

そのほか、（３）の病院・福祉施設向け加工食

品参入支援事業や、（４）の食品産業県内市場開

拓支援事業などに取り組むこととしております。

なお、食品製造業は、大半が中小企業でござ

います。今後、関係機関がより一層連携・協力

いたしまして、それぞれの企業のニーズにきめ

細やかに対応しながら、各種の支援策をさらに

効果的に進められますよう、しっかり対応して

まいりたいと考えております。

産業集積推進室からは、以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。

○井手フードビジネス推進課長 フードビジネ

ス推進課でございます。当方からは、フードビ

ジネス振興構想の具体化に向けた取組について

説明をさせていただきます。

委員会資料11ページでございます。

まず、１の推進体制の整備状況でございます

が、①宮崎県フードビジネス推進会議、これは

県内の産学官金の機関から構成されているもの

でございますが、５月30日に第１回を開催した

ところでございます。

この推進会議におきまして、フードビジネス

振興構想につきまして、推進方策も含めて民間

の皆様からさまざまな御意見をいただいたとこ

ろでありまして、そういうものも含めながら、

フードビジネスの推進に当たっては随時見直し

をして進めていくこととしております。

②のほうの県フードビジネス推進本部、ここ
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の中にプロジェクト連絡会議、６月10日に第１

回を開催しておりますが、実際のプロジェクト

を推進するための連絡会議でございます。これ

を設置しまして、今後、進めていくこととして

おります。

また、地域におけるフードビジネスの推進組

織といたしましては、地域ネットワーク会議と

いうものを県内７地区にそれぞれ配置すること

にしておりまして、これは７月、来月から順次

開催をしていく予定でございます。

今後の進め方でございますが、下のほうの推

進体制図にございますように、先ほど申し上げ

ましたプロジェクト連絡会議、そして地域ネッ

トワーク会議、この２つの会議を中心に、具体

的なプロジェクト、テーマの取り組みを進めて

いくこととしております。

その過程におきまして、庁外の関係機関、企

業、大学等と十分に連携を図りながら、また場

合によっては個別の企業さんと直接お話をさせ

ていただき、県内企業等におけるビジネスの創

出・拡大を図ってまいることとしております。

それでは、プロジェクトの内容でございます

けど、おめくりいただきまして、12ページ、13

ページ、見開きで御説明差し上げたいと思いま

す。

まず、プロジェクトの取り組みの概要でござ

いますが、右側の13ページのほう、上段のほう

にアプローチ１、フードビジネスプロジェクト

を中心とした全県的な取組ということで、全県

的に取り組む３つのプロジェクトを規定してお

ります。

「拡大」、「挑戦」、「イノベーション」という

ことで、まず左側の１「拡大」ですけれども、

これはこれまでの取り組みの成果を生かしなが

ら、さらにその成果を広げていこうとするもの

でございます。

真ん中の「挑戦」につきましては、生産、加

工、販売、誘致、それぞれこれまでの取り組み

の中で課題とされていたものを、この際、解決

に向けて動こうということで、「挑戦」という名

前にしております。

さらに、右側の３「イノベーション」でござ

いますが、これにつきましては、20年後、30年

後を見越して、研究、開発に力を注ごうという

ものでございます。

それぞれプロジェクトの中身ということで、

例えば左側の「拡大」でございますが、全共２

連覇の宮崎牛を中心とする宮崎の食肉、需要の

拡大している加工・業務用の野菜を初めとする

加工・業務用の農水産物、そして本県加工品の

中の大きな生産額を担っております焼酎、この

３つのテーマ。

そして、「挑戦」のほうでは、今後の担い手の

確保の課題などに対応していきます連携と参入

による産地力の強化、本県の弱点とも言えます

加工とか物流に対応するフードビジネスを広げ

る加工製造、また効率的な物流や多様な販売ル

ート、海外輸出の拡大のテーマ、さらには「食」

による誘客と地産地消の拡大ということで、４

つのテーマを「挑戦」の中に置いております。

「イノベーション」につきましては、本県の

すぐれた分析技術のさらなる可能性に着目をし

ました、食の安全・安心・健康「日本一」みや

ざきづくり、今後の増産に向けた研究開発を行

う「日本一」キャビアの産地づくり、さらにＩ

ＣＴ、情報システム等の活用による生産・経営

支援等を研究します新技術による先進的な生産

・製造という３つのテーマを上げております。

以上、３つのプロジェクトの中に、計10個の

取り組みテーマを設定したところでございます。
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この10個のテーマをどのように進めるかとい

うことですが、それにつきましては左側をごら

んいただきたいと思います。

左側12ページでございますが、フードビジネ

スプロジェクトによる全県的な取組ということ

で、具体的取組項目の検討と推進ということで、

実は今月から始めておりますが、それぞれプロ

ジェクトの今申し上げました10個のテーマにつ

きまして、庁内の関係所属、さらには庁外の関

係機関、企業等の実務者に加わっていただきま

して、具体的に何から取りかかるのか、どのよ

うな案件をやっていくのかを設定しまして、そ

の取り組む内容、今後のスケジュール、そして

官民の役割分担等を議論して合意形成、それぞ

れにおいて取り組んでいくというような仕組み

にしております。

この例示に書いておりますけれども、あくま

で例示でございますが、例えば宮崎の食肉とい

うテーマでございましたら、連携する機関のと

ころに、庁内の畜産振興課でありますとか、ブ

ランド・流通対策室、オールみやざき営業課、

さらには衛生管理課、この辺の県庁の中の所属

に、関係の機関として経済連さん、また企業等

としまして、食肉の加工業者さんであったり卸

業者さん、もしくはバイヤー、またブランディ

ングの専門家、こういう外部の方々との意見交

換をしながら、どのような案件に取り組むかを

決めてまいると。

例えば、それがブランドの強化という案件に

取り組むということになれば、畜産振興課、ブ

ランド・流通対策室、オールみやざき営業課に、

経済連さんとか加工業者さん、ブランディング

の専門家で、具体的に何をやっていくのか、ど

ういうスケジュール感でやっていくのかという

ようなことを協議して、実際に取り組んでいく。

また、商談会であれば、その下のほうのよう

な所属団体等で、具体的にどんなことをやって

いくのか、どのような商談会に出ていくのか、

もしくはどのようなスケジュール感で取り組ん

でいくのかということを決めて、実際にやって

いくというような仕組みをつくったところであ

ります。

あともう一点としまして、地域を起点とした

フードビジネスの育成・拡大でありますが、右

側13ページの下のほうにアプローチ２として書

いております。これも同様でございますが、外

部の専門家等をそれぞれの地域に呼び込んでア

ドバイスをもらいながら、市町村や関係団体と

一体となって、地域の資源を活用した特産品や

商品の開発、商談会等による販路拡大、またさ

らに食を生かした誘客などに取り組んでいくこ

ととしております。

これにつきましても、12ページのほうの（２）

にありますが、実際に具体的取組項目を関係す

る団体、企業等と意見交換しながら決定して、

関係する団体、市町村、企業などと一体となっ

て実行に移していくというようなやり方をとろ

うとしております。

これらの取り組みの進捗管理につきまして、

フードビジネス、これは民間の動きが主であり

ますので、民間団体との円滑な連携・協力が欠

かせません。これが最も大事というふうに考え

ておりますので、12ページの（３）にあります

ように、フードビジネス推進会議の団体の皆様

の実務者の皆様方からなる実務者会議、この場

でプロジェクトの進捗管理等も行って、協力体

制を築いていこうというふうに考えております。

あと、プロジェクトの内容につきましては、14

ページから後に詳細が載せてあります。後ほど、

ごらんいただけたらと思います。
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フードビジネス推進課からの報告につきまし

ては、以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終わりました。御意見、質疑

などございましたら、御発言をお願いいたしま

す。

○右松委員 何点か伺いたいと思います。

まず、５ページなんですけれども、県産品の

販売の現状についての報告がございました。そ

れで、新宿のみやざき館についてちょっと伺い

たいんですけれども、ちょうど１年前の９月の

定例会で当時の商工観光労働部長が私の質疑に

対して、答弁で、新宿みやざき館を活用した情

報発信に力を入れていくという答弁いただいた

んですが、新宿みやざき館、営業コンサルとい

いますか、営業コーディネーターといいますか、

あれはことしからだったですか、契約状況を教

えてもらうとありがたいです。

○日下オールみやざき営業課長 おっしゃると

おり、今年度から販路開拓コーディネーターと

して１名、新たに雇用をしているところでござ

います。既に、活動を開始しております。

○右松委員 ぜひ、効果が出てもらうといいか

なと思っていますが、何かノルマを設けて就任

したと伺った覚えがあるんですが、そのあたり

の契約内容といいますか、そこをもう少し具体

的に教えてもらうとありがたいです。

○日下オールみやざき営業課長 まさしく、新

たに今回、販路開拓コーディネーターとして雇

用いたしましたのは、アンテナショップ、アン

テナという名前にございますとおり、市場のニ

ーズをしっかりと、バイヤーさんだとか、そう

いったところと話をしていただいて捉えて、県

内にフィードバックする、またそういった県内

の新しい商品の情報を向こう、首都圏のバイヤ

ーなどにどんどん売り込んでいく、こういった

ことを期待をして、今回、新たに設置をしたも

のでございます。

そういった意味では、目標といたしまして成

約の数というのをふやしていく、こういったこ

とを今回コーディネーターとして新たに雇った

方については成約の数をふやしてもらう、これ

を目標に仕事をしていただいているという状況

でございます。

○右松委員 具体的なところはまた伺いますの

で、教えてください。

それから、次に６ページなんですが、輸出状

況、これも含めてなんですが、24年から28年に

関して、みやざき東アジア経済交流戦略で、食

品輸出に関するロードマップを作成されておら

れます。24年度からですから、ちょうど25年度

までがステップ１ということで記載があるんで

すが、この中に県事務所を最大限に活用するた

めの具体的方針の検討というのが１点と、それ

から試験的アンテナショップの運営というのが

ここで記載されておりますけれど、状況はこれ

からでしょうけど、現状でどこまで進んでいる

のか、この２点を教えてください。

○日下オールみやざき営業課長 香港について、

ロードマップについても、各地域別の市場ごと

にロードマップを今般作成をさせていただいた

ところでございますが、特に最重点地域であり

ます香港につきましては、各地域の中でも最も

進む度合いが早いスピードで進めているという

状況でございます。

具体的に、先ほど御指摘いただきました事務

所の活用についてでございますけれども、先般

６月13日に新たに香港に事務所を開設をさせて

いただいたところでございます。先ほど御説明

しましたとおり、３名、こちらからは１名派遣
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をしておりますし、現地で２名採用をいたした

ところでございます。

まずは、輸出販路拡大というところを最大の

使命に香港事務所、活動をしておりますので、

重要なことは先方の香港における人脈をつくっ

て、輸出の相手先というのをどんどんふやして

いく、これが最もまずは大事でございますので、

まずはそういった観点から、日々、活動してい

るという状況でございます。

また、もう一点、御指摘のございましたアン

テナショップについてでございますけれども、

こちらも５月28日に香港のほうでオープンをい

たしました。オープンいたしましたのは、日本

の商品を扱う、日本の企業が運営しているスト

アが香港にございまして、その一部をみやざき

棚として借り受けまして、そこに宮崎の県産品

を幾つか置いて販売をしているという状況でご

ざいます。

まだまだスタートしたばかりで、もともと定

番化をしている甘藷などについては非常に売れ

行きもよい状況でございますが、その他の商品

については、まだスタートしたばかりでござい

ますので、今後、売り上げを伸ばしていく工夫、

努力が必要かなというふうに考えているという

状況でございます。

○右松委員 昨年、商工建設常任委員会で香港

のほうに現地を調査してまいりまして、やはり

アンテナショップの重要性といいますか、現地

のデパートの中で、北海道、それから鹿児島で

すか、かなり力を入れてアンテナショップをつ

くられておりました。ですから、どういうアン

テナショップか見ていませんからちょっとわか

りませんけど、ぜひ頑張っていただきたいとい

うふうに思っております。

続きまして、７ページなんですけれども、食

品開発センターについて、これはどうしても伺

わなければいけないなと思って聞きたいんです

が、まず昨年の食品の関係なんですが、食品開

発部が８名、それから応用微生物部が５名、合

計で13名の体制でありましたけど、現在はどう

なのか教えてください。

○椎産業振興課長 センターの人員体制につき

ましては、今年度、食品開発部で１名増員となっ

ているほか、退職者の方をものづくり技術支援

相談員としまして非常勤として任用しておりま

して、一定の体制強化を図っているところでご

ざいます。

○右松委員 一定の体制強化ということで、比

較をする対象が大き過ぎますけど、北海道の道

立の食品加工センターは40名体制でやっていま

すので、こういった体制はぜひ充実化はさらに

また今後も進めていただければいいのかなと

思っています。

また、改めて北海道と比較なんですが、食品

工業に関する雇用人数ですけど、全製造業の50

％が北海道は食品加工に関する従業員になって

います。本県は25.1％、全製造業の中での従業

員数の占める割合、食品製造業関係25.1％です

から、このあたりも少し、せっかくフードビジ

ネスをこれからやっていこうということになっ

ていますので、このあたりの従業員数の比率で

あるとか、あるいはよく言われます出荷額はも

ちろんでありますけれども、従業者数でありま

すとか、このあたりもぜひ定点観測といいます

か、そのあたりの目標も設定してもらうといい

のかなと思っています。

それから、質疑なんですけど、７ページなん

ですが、工業相談、それから技術指導1,223件と

いうことで、私もこれはずっと平成18年から調

べてみますと、大変伸びてきていますので、18
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年の947件から、1,223件にふえてきている、こ

れは大変いい傾向だと思っています。

あと問題は、これをいかに技術支援、技術移

転に結びつけていけるか、ここがやっぱり大事

なところだと思っているんですよね。ですから、

そういった意味では、技術移転が12件から７件

に若干減ってしまったということに関しては、

いろいろ要因があろうかと思うんですが、ちょっ

と考えていかなければいけないのかなと思って

います。そのあたりのことを説明をもらうとあ

りがたいです。

○椎産業振興課長 今、委員のほうから技術移

転のお話がございましたが、県のアクションプ

ランで、食品開発センター、工業技術センター

を含めまして、企業への技術移転件数の目標を23

年度から26年度の４年間で50件と設定しており

まして、24年度までに40件となっております。

今、委員がおっしゃいましたように、食品開

発センターと工業技術センターを合わせます

と、24年度で17件、そして23年度が両センター

で23件となっておりまして、一応目標としまし

ては、若干年度によって増減はございますが、50

件の目標には到達できると思っておりますし、

それを上回る移転件数を確保してまいりたいと

思っているところでございます。

○右松委員 最後に、参考までですけれども、

北海道がやはり加工技術センターですけど、こ

ちらが年間相談件数は1,200件でした。これは大

体本県と同じような件数だろうと思っています。

それに対して現地技術支援件数、これが260件に

なっています。ですから、ぜひ技術支援、ここ

にかなりウエートを置いて頑張ってもらえると

いいのかなと思っています。

以上であります。

○岩下委員長 今のは要望で。

○右松委員 要望でお願いします。

○坂口委員 補足して説明してほしいのが、資

料の２ページ、一番上の表の流通経費なんです

けど、手数料の内訳の中がどんなぐあいになっ

ているのか。例えば系統手数料とか、それから

いわゆる卸、送り業者というんですか、それと

かその他とか、それから今度は先方の市場の手

数料とか、そこらのところの中身がどうなって

いますか。

というのが、運賃とか選果場経費とか、そう

いう経費はこちらで計上されているから、純粋

な手数料だと思うんですよね。だから、それが

１カ所だけじゃちょっと14.5というのは大き過

ぎるから。

○甲斐ブランド・流通対策室長 ２ページ上の

表の手数料の内訳でございます。２つございま

して、委員御指摘のとおり、ＪＡの手数料、こ

れが販売価格の約2.5％、それと卸売市場の手数

料が、野菜の場合は8.5％、果実の場合は7.0％

でございます。

以上でございます。

○坂口委員 5.5％で全体が16万とか、14.5で42

万5,000円とか、こういう大きいところをちょっ

とでも圧縮していくという工面も必要じゃない

かな。そのために、どういうぐあいに有利に手

数料を下げさせていけるか。それは産地に何ら

かの強いものがなければだめだと思うんですね、

宮崎の品物を欲しいという。そこのところの工

夫が１つ要るのかな。産地の所得というのを考

えたときに、これをお願いをしておきます。

それから、７ページなんですけど、せんだっ

て常任委員会でも尋ねたんですけど、焼酎の特

に酒税にかかる部分、それと焼酎の定義という

か、税率でどこまで改良の限界があるのか。今、

ちょっと瓶が回ってきたときに、うわ、青い焼
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酎だろうかと思って、そこに目をつけたんです

ね。

焼酎に色づけができるのかどうかということ

と、それから今後、焼酎に取り組んでいくとき

に、例えば金柑の加工がありましたけど、そう

いったものでの果実酒との限界、税率の違いと

か、なぜ焼酎は税が低かったのかということと、

焼酎の課税率のこれまでの変遷、どう変わって

きているかというのをわかっていたら。

○森下食品開発センター所長 それでは、酒税

法について概略を御説明させていただきます。

現在、焼酎につきましては、１キロリットル

当たり20度のとき20万円というのが酒税で決め

られています。１度上がるごとに１万円加算さ

れるということになっておりまして、いわゆる

度数で税金が変わるということで、20度だから

安くなっているというのが現状で、実は度数で

見ると差がないというのが現状にあるかと思い

ます。

それと、焼酎の色についてなんですけども、

焼酎という表示ができるかどうかというのが、

酒税法で色が決められていまして、ある茶色い

色が、吸光度という数字があるんですけども、

それが0.080以下ということであれば、焼酎とい

う表示をしてよろしいということになっていま

す。それ以外になりますと、ウイスキーとか、

ほかのブランデーとか、そういうような酒類、

原料の由来というのもあるんですけれども、色

についてはそのような酒税法上の決まりがあり

ます。

あと、酒税のこれまでの流れでいきますと、

ＷＴＯとかで酒税を外国のほうから外国並みに

しなさいというような流れがございましたので、

それで先ほど申し上げました焼酎で１キロリッ

トル当たり20万円というのがあるんですけども、

ただし租税特別措置法というのが設けられてお

りまして、焼酎の製造場で規模が小さいところ

については一定の軽減した酒税を納めてよろし

いというようなシステムになっている、そうい

う流れがありまして、今年度、租税特別措置法

の期限が切れたんですけども、また延長になっ

たところでございます。

以上です。

○坂口委員 課税額の価格の変遷はどんななっ

てきているんですか。今、20万プラス１万です

けど。

○森下食品開発センター所長 細かい変遷は手

元に資料がございませんので、改めて御説明と

いうことでよろしいでしょうか。

○坂口委員 もし、これが間違いか、正しいか

だけわかればだけど、昔は焼酎はかなり税率が

低かったですよね。それがずっと上がってきた。

税率が低かった理由は、品質に問題があったか

らです。余り評価の高い質じゃなかったので焼

酎税率を低くするということで、特別な税率だっ

たものですよね。間違っていたらあれなんです

けど。

常任委員会でもこの前発言したように、これ

は、宮崎の水久保甚作代議士ですか、国会で、

とにかく税率を下げようということでゼロを目

指したところに、税率の低さの起源はあると思

うんですね。

それから伸びてきて、やっぱりＷＴＯあたり

で、税のところまで焼酎に目を向けられるとい

うことは、かなり質が上がってきたからという

ことだろうと考えて言いよるんですね。

税率が変わった。そのときにいろいろなんで

すけれども、度数によって税率が変わることで、

限界なく度数が上げられるかどうかということ

ですね。
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何が言いたいかというと、輸送コストを下げ

るということを言いたいんです。20度のものを

１升瓶で送ったら、取扱厳重注意で、しかも重

量も重い。度数を倍、３倍にして、飲むときに

倍、３倍に水割り、お湯割りという方法がある

というのが１つですね。

それから、今は、やっぱり目で見る楽しさと

いうか、あるいは、選択のときに目で見るとい

う、特に初めての挑戦のときに言えるでしょう

けど。

今言われたように、透明度の問題があります

よね。色、透明度。そこらのところを、税率を

上げてきたのなら、焼酎としての条件とか限界

というのは緩和させるべきだと思うんですよ。

税率を上げたんだったらですよ。そういうのが

制限されていたから、限界があったから、低い

税率だったわけだから。原料の限界、果実酒と

焼酎、リキュールの限界というのが、原料に混

合できる限界があるんです、何％とかですね。

だから、これが税率が高くなってくれば、こ

こらも限界を緩和させて、酒税法なりの中で、

上等というか、質のいいアルコール類にだんだ

ん税率を近づけてきているわけですから、ある

いは一緒になっているかもわからない。そうい

う制限は取っ払わせるべきだと思うんです。そ

の中で、海外向けに、色なのか、香りなのか、

透明度なのか、度数なのか。度数は、さっき言っ

たように、どんなにも自由になります。何とで

もまぜられる、これは世界で最たるアルコール

だと思うんですね。

ほかのものはまぜる相手方にも限界があるけ

ど、焼酎ぐらい幅広いものはないし、数字が勝

手にできるものはないということで、ここらを

一緒に取り組んでいって、規制だの、あるいは

法の矛盾点を解決していかないと、今、もくろ

んでおられるような本当に海外展開とか、酒を

駆逐して焼酎に変えていこうとか、あるいは外

来の洋酒に挑戦状をたたきつけていこうなんて

いう手法が限界があるもので、そこで昔、質の

余り上等の評価がなかった飲み物だから税率を

下げたという、質の問題の壁を取っ払うという

ことが必要だと思うんですけど、そこらの取り

組みというのはこれまでしているのか、あるい

は課題としては浮上してきているんですかね。

○日下オールみやざき営業課長 申しわけござ

いません。税率の推移については持ち合わせて

いないところでございますけれども、今、御指

摘のございました度数の高いもの、そういった

ところへもどんどん挑戦していくべきじゃない

かというお話だと理解をしておりますが、おっ

しゃるとおり、海外におきましてはいろんな嗜

好がございまして、そういった濃いお酒のほう

が好まれる国というのもございます。

まさしく、今回、事務所を香港に設置しまし

た。そういった現地の機関をしっかりと活用し

ながら、現地の嗜好だとか、そういったものを

しっかりと把握をして、それを県内にフィード

バックしていく、そういったことがおっしゃる

とおり大変重要だと思っていますので、そういっ

た機能というのも、現地の事務所であったり、

また我々がしっかり果たせるように努めていき

たいというふうに考えています。

○坂口委員 ぜひ、そこのところを同時に進め

ていって、いかに焼酎の質の上での規制緩和を

やっていって、堂々とよそのものと同じ条件で、

同じ土俵で勝負させていただくということが大

きい今後の課題ではないかなと思うもので、こ

れをぜひ。

最後の10ページですけど、目的はどうやって

産地に返すかという視点から、農家にどう付加
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価値が上がった分を返すかという視点からの質

疑なんですが、これを（１）から（４）まで見

たときに、下の（２）、（３）、（４）というのは、

これは加工業者のところの内部で、自分のとこ

ろの質を上げて、それを有利にしようという業

者の中での付加価値向上で、その利益は農家に

は行かないと思うんですね。

あとは、どう宮崎の農畜水産物を使わなきゃ

勝負に有利にならないよというところをやるか

という、差別化の商品をどう農家サイドが供給

できるかというのが１つと、目的は６次産業化

とかフードビジネスで、１次、２次、３次産業

が潤っていくと、県内のものが、地産地消の精

神ですから、補助金を出すにせよ、いろんな支

援策をやるにせよ、手数料にせよ、例えば入札

でやっている地元企業活用審査型総合評価とか、

こういうものがあっていかないと、それは利益

が必ずしも県内の農家を含めたところで配分さ

れていくんじゃなくて、有利なもの、熊本のも

のを買おうとか、海外のものを買おうとか、そ

ういう無差別にやっていって本当にいいのかと

いうことですね。

これは加工業者向けだけのこういった大がか

りな、きょうもこれだけのスタッフが見えてい

ますけど、そういった視点じゃ余りにも悲しい

と思うんですよ。だから、県から補助金を出す、

あるいは人材を出していく限りは、そこで何ら

かの評価がそこに反映される出し方でないとだ

めだと思うんですけど、そこらというのは今後

取り組んでいかれる考えはないのかどうか。

○冨山産業集積推進室長 今、委員がおっしゃっ

た視点は、大変重要なことだと考えております。

特に、宮崎県産の農作物、そのよさを十分にア

ピールして、それをしっかり県内県外で使って

いくという視点は極めて重要だと考えておりま

す。

例えば、こちらに御案内しております（４）

の食品産業県内市場開拓支援事業の中には、こ

れは具体的にちゃんと書いていないんですが、

例えば県産品、県産の素材、あるいは県産の素

材の１次加工品、それを県内の飲食店、あるい

は流通業者、そこにもっと使ってもらいたいと、

まずは県内で。ほかの県のものを使うのではな

くて、県内でできたよいものをもっと使ってい

ただこうという趣旨で、マッチングの商談会等

を企画しております。

これは、実は９ページにございます成果事例

の食品産業マッチング会開催と、ここに掲げた

もの、これの延長線上のものなんですけれども、

こちらも県産の素材、それを県内の食品産業、

あるいは飲食業等でもっと使ってもらいたいと

いうことで企画したものでございまして、かな

り好評を博しておりました。ですから、これを

もとに、ことしはさらにこういったものを踏ま

えまして、県内でどんどんまずは使ってもらう。

それから、（１）のフード・オープンラボでご

ざいますけれども、これもできれば県内でつく

られたもの、あるいは６次産業に取り組む農家

さんたち、農業関係者の方が加工の試作品づく

りに活用していただいて、それをオープンラボ

でいきますと、試作して、なおかつ試験販売が

できますので、そういったことで県外に向けて

試験販売をしていただいて、マーケティングを

十分行っていただいて、そしてまたブラッシュ

アップしていただくと、まずそういったことを

考えております。

委員のおっしゃったことは大変重要だと思っ

ておりますので、その辺を十分踏まえながら、

しっかり進めていきたいと思っております。

○坂口委員 ぜひ、そういう視点からやっていっ
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てほしい。ただ、そこのところで、事業という

のはまず利益を上げなきゃならんという経営者

責任がありますから、上げた事業は努力した、

だから内部で具体的には従業員に利益を配分し

ていかなきゃならん、株主に戻していかにゃい

かんという、今度は経営者の責任がありますよ。

だから、それをうちはもうからんでいいから、

うちがもうけた分はあなたに譲るなんていうこ

とは、これは背任に近い行為になって不可能な

んですね。

だから、宮崎の台地でとれた農産物をうちが

買わなきゃ、うちはもうからないんだというも

のがそこにないと、紳士協定は通用しない、ボ

ランティアは通用しないということで、もう

ちょっとそこのところはシビアに捉えて、最初

にそこと研究したから、それがずっと続くとい

うのはそれはちょっと甘いんじゃないかな。

だから、例えば（１）の説明、ＨＡＣＣＰの

説明もありました。工場がＨＡＣＣＰ対応なら、

農家のＨＡＣＣＰ、生産者のＨＡＣＣＰはどこ

までいけるのか、衛生面で違うよ、よそはまね

できないよとか、成分面で、あるいはなかなか

成分とか味となると加工品は難しいと思うんで

すけど、それを差別につなげるのは、そこらに

余地があれば研究していく、そしてそれは品種

改良からオリジナルの品種を持つということに

つなげなきゃだめ、そうなるとそれを農業試験

場に戻していくとか、かなりやっていかないと、

これはモデルをやらされただけで、もうかるの

はまた県外の農家となりかねないから、これは

難しいことですから、考え方だけを聞いて終わ

りますけど。

○冨山産業集積推進室長 おっしゃるとおり、

なかなかコスト面、経営面を考えますと、こち

らが全て県産品でということは考えたようには

いかない、ハードルは高いところがあるかもし

れません。

ただ、宮崎県の農産品、太陽の恵みというこ

ともありまして、非常に例えば全国的に見ると

抗酸化活性の高い農作物が多いであるとか、あ

るいはフード・オープンラボで、先ほど委員も

おっしゃっていただきましたように、しっかり

と衛生管理レベルアップを図ると、そういった

ことで少しでも差別化できる要素をこれから一

生懸命探して工夫して、それを実現するにはど

うしたらいいかということを考えて、検討して

まいりたいと考えております。

○坂口委員 ぜひ、そこはお願いしますよ。こ

れは緒方部長抜きでは成り立たないよというぐ

らい、農政水産部の影響力というか、ここが生

死を分けるんだというぐらいにならないと産地

につながらないものですから、ぜひ。

○緒嶋委員 今まで、県は、フードビジネスは

農業サイドやらでやってこられたと思うんです

よね。今後は、やはりＴＰＰという新たなこと

が目の前に迫ってきているわけですね。そうな

ると、今までどおりではこれはだめだと。農業

も、農商工連携を含めて、そういう危機感があ

ることを前提として、フードビジネスという強

化した体制にされたのかどうか、基本的なもの、

考え方を。

○永山総合政策部次長 フードビジネスにつき

ましては、今、委員から御指摘がありましたよ

うに、これまでも農業施策としてさまざまなこ

とをやってまいりました。あるいは、先ほども

ありましたように、食品加工についてもさまざ

まな取り組みをやってきた。基本形はその延長

線上にあるとは思っていますが、今、宮崎県、

あるいは日本の農業を取り巻く環境が非常に厳

しい状況にある。ただ、宮崎において成長産業
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をつくっていくという意味では、やはり農業を

機軸として、食関連産業を伸ばすことが一番可

能性が高いのではないかというふうに考えてお

ります。

したがって、危機感はしっかり持ちながら、

どうやってこれまでの得意分野、取り組みを生

かしていくのかという視点、それから先ほど課

長からも説明しましたけれども、これまで課題

となっていて、なかなかそこが解決できなかっ

たものにしっかりと取り組みながら成果を上げ

ていくということで、今回、構想をつくり、組

織づくりも行ったということでございます。

○緒嶋委員 その中で、行政がやること、民間

がやること、生産者がやること、いろいろある

わけですね。それを三位一体というか、それぞ

れの立場で協力しながら推進しようということ

だと思うんですね。

その中で、私は、基本的に宮崎県の農産物の

物流、物の流れ、輸送、やはり消費地に遠いと

いうことの中で、いかに輸送コストを下げるか、

いいものをつくっても、流通コストがいろいろ

と出ておりますが、運賃が高くかかっておりま

す。こういう中で、特に私は本当に宮崎の農業

を推進するためには、ＪＲのコンテナ基地を、

これは前から言われているけど、それをどうす

るかということで、運送コストを下げる。それ

は行政がやらにゃ、生産者や民間にはできんこ

とです。

これはＪＲを含めて、ＪＲは今は民間と言わ

れるかもしれんけど、そこ辺を含めて、これを

どうするかという基本的なものも視野に入れな

がら進めていかなければ、トラック輸送も燃料

も上がるわけだし、環境を考えた場合はＪＲな

んかの輸送というのが一番合理的でもあるわけ

ですね。そういうことも視野に入れながら、長

期的な展望も含めながら構想を練っていくとい

うことが私は大変重要だと思うんですけど、そ

のあたりの視点というのは持っておられるわけ

ですかね。

○甲斐ブランド・流通対策室長 ブランド・流

通対策室でございます。ＪＲ貨物基地の御質問

でございます。

現在、御指摘のとおり、佐土原ではなくて延

岡からのＪＲの荷物の発送ということになって

おります。ＪＲ貨物とは、毎年、そういった協

議をしておりまして、何とか佐土原地区のほう

に持ってこれないかという話をしているわけな

んですけど、そのときＪＲ側から出ますのが、

やはり年間を通して安定した荷の確保ができな

いと、なかなか難しいですよというような意見

を聞いております。

我々は、農産物として、先ほど御説明しまし

た荷の集約化を図って、ＪＲコンテナの利用と

いうのを進めていきたいというふうに考えてお

りますが、農産物としてちょっとつらいところ

は、年間を通してとなると、どうしても時期的

に冬場はあるけども、夏場が少ないといったよ

うな問題もございます。

そういった点につきましては、総合交通課と

も連携しまして、安定した荷の量の確保と中央

地区への貨物基地の誘致というものを進めてま

いりたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 やはりこれだけフードビジネスを

やろうということであれば、そこまで持ってい

かんと、本当のフードビジネスが、それだった

ら現状のままで終わるということになるわけで

すよね。年間、いかにそういう農産品、そのほ

かのものをうまく生産するか、そこを行政とし

てどう進めていくかということを基本的にもう

ちょっと熱意を持って取り組む必要があると私
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は思っておりますし、延岡のターミナル基地は

狭いですわ、誰が見ても。それを今までどおり

あそこでやるということは、言えば限界が来て

いるわけです、延岡は。

そして、宮崎県は鉄道そのものが単線だから、

時間的にもかかる、そういう輸送のロスタイム

が多いというようなこともあれば、日本で鉄道

で単線だけというのは宮崎県だけなんですよ。

ほかのところはほとんど複線なんです。そうい

う国の中での宮崎県の不利な状況というのも考

えながら、これは国、あるいはＪＲなんかにも

強く要請していかにゃいかんというふうに思い

ます。

それと、輸送の中で、フライト輸送で農産物

を動かすというものは、これは何もないとです

かね。フライトが何も載っていないわけですが。

○甲斐ブランド・流通対策室長 航空輸送につ

いてでございます。航空輸送、今回、全体から

すると非常にまだ量が少ないということで御説

明しなかったわけなんですけども、航空輸送に

つきましては、スイートピーや農産物の場合は

ニラとか、そういった小さい軽い品目、こういっ

たものを中心にスポット的にある程度というこ

とで、現在はスイートピーを中心に利用がされ

ている状況でございます。

○緒嶋委員 そういうのは資料として載せるべ

きだと、ないのなら載せる必要はないけど、あ

るのなら載せるのが資料じゃないかなと思いま

す。

それと、宮崎の場合は、東京に対して輸送が

遠い。やはりそれはフェリーでどうするかとい

うことで、宮崎、南港線が中心で、それからト

ラック輸送ということになっておりますが、か

つてはあったわけですよね。そこらあたりも含

めて、輸送ルートを強化することによって、フ

ードビジネスをまたさらに前に進めるというよ

うな全体的なものが、私はフードビジネスとい

うことだけでは、物をつくって売るという手段

的なものをもうちょっと強化していかんと、関

東圏の近い茨城とか千葉とか、東北地方から見

た場合は東京市場に何時間もせんで持っていか

れるわけ。

ここは24時間、それ以上かかるわけですね。

それは肉なんかは24時間、冷凍やらだからかかっ

てもいいけど、生鮮野菜とかいうものは時間を

競うわけですよね。そういうことであれば、こ

こあたりは行政が力を入れなければ、民間が力

を入れるわけにはいかん。

それは量がないからと言われればそうであり

ますけど、量をいかに確保して、そこまでもっ

て日本一のフードビジネス拠点にするというぐ

らいの、私は将来、長期的な夢というか、そう

いうものがあって、県もやると、それは安倍さ

んも10年後には農業所得を150万ふやしますとい

うわけだから、宮崎県も150万ふやすための政策

を立ててもいいわけですね、国と連動して。

そういう前向きの姿勢の中で、それから数値

目標も含めて、そういうものがあって政策を進

めていかなければ、こうします、ああしますだ

けでは、私は本当の政策ではない。将来構想も

含めて、将来、こうなりますと、それだから農

業を頑張ってくださいというものが出てきて、

初めて政策として一体的なものが出てくる。

だから、畜産にしても、屠殺場が問題だ、そ

れをどこか一体的なすばらしいものをつくら

にゃいかんのじゃないかという課題というよう

なことにも書いてありますが、そういうものも

計画の中に将来構想の中に載せて、初めて全て

を総合的にフードビジネスを進める、そういう

ようなものを私はここ一、二年でつくって、10
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年後には宮崎の農業はこうなります、こうしま

すというような長期的な展望を明確に打ち出し

て、政策を進めるべきだというふうに思います

が、そのあたりの考え方を総合政策部長にお伺

いいたします。

○土持総合政策部長 重要な御指摘をいただい

ております。皆様御承知のとおり、特に京浜に

向かっては本県の物流につきましては大変厳し

い状況にある。ただ、先ほど農政のほうの資料

を見せていただきまして、京浜地区に海上コン

テナで７％あるということで、これはおっしゃっ

たように、大阪の南港のほうで関東航路に、業

界のほうの大変な御努力で、そこからアクセス

して、また京浜へというルートも確立されつつ

ございます。

ただ、どうしても下り荷の関係で、大変業者

さんが苦労されているという話は我々もよくお

聞きしております。いろんな物流につきまして

はいろんな選択肢があるというのが本当にいい

んですけれども、おっしゃったように、本県の

置かれたそういう地理的な状況等もございます

ので、今後、関係者の皆さんからそういう我々

もいろんな御意見をお聞きしておりますので、

おっしゃったような、今後、戦略としても本県

も立ち上げておりますけれども、十分対応につ

きましてはしっかりと検討してまいりたいとい

うふうに思っております。

○緒嶋委員 そこで、新たにＴＰＰがここ１年

ぐらいの間に、将来どうなるかというのが見え

てくるだろうと思うんです。それは聖域を決め

て、ぴしゃっとできるかどうかということも不

明確であるし、なかなか厳しいと思っているん

です。そうなれば、ますますもって農業はさら

に深刻な状態になる。消費地に遠いというハン

ディを背負いながら皆さん頑張っておられるわ

けで、それが日本の地産地消だけじゃなくて、

今度は外国から宮崎県の農業も攻められるわけ

です。

そうなると、宮崎県が東アジアに打って出よ

うというけど、逆に宮崎県に外国から攻められ

るということだから、東アジア攻略どころじゃ

ないわけ。いかに地域を守るかということのほ

うが深刻になってくるんじゃないかなという予

想もできるわけですね。

それを乗り越えるためには、よほどの覚悟を

持って政策を進めなければ、私は、宮崎の、日

本の農業そのものが守れんのじゃないかという

気持ちがあるので、そこ辺を見越した対策とい

うのは、何が起こっても農業は重要な産業とし

て前進するんだというようなものを、やはり我

々が納得する、農業者が納得するものを打ち出

してほしい。

そういうようないろいろなことを、ＴＰＰも

我々から見れば最悪のことを考えながら対策を

立てるというような思いで、行政も、これは民

間、ＪＡもですが、全ての人が立ち向かってい

かなければ、私は乗り切れんのじゃないかとい

う深刻な思いを持っておりますので、そういう

将来展望が開けるような、お互い努力をしなきゃ

いかんという思いがありますので、ぜひ頑張っ

ていただきたいということを要望しておきます。

○鳥飼委員 まず、最初の要望は、ＴＰＰのこ

とについて今出たんですが、本県としては基本

的にＴＰＰが導入されたら、我が国の農業その

ものなんですけど、崩壊をするということで、

反対運動は反対運動でしっかりやっていってい

ただきたいと思います。

それで、何点かお尋ねしますが、要は農産物

の中の青果と畜産の流通の状況とか、県産品の

販売の状況で御説明いただいたんですが、１ペ
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ージの青果物なんですが、まず総出荷量が28

万9,000トンということで、特定の団体法人の出

荷量、これ農業団体が14万2,000トンとなってお

るわけで、約５割、50％ですね。あとは相対な

り、直接の大型店にということなんですけど、

ここの把握はどういうふうなことでしておられ

るのか。地域別出荷割合等も書いてあるんです

けども、これは把握できるんですかね、残りの

５割、半分、全体像というのは。

○甲斐ブランド・流通対策室長 残りでござい

ますけども、残りは県内の市場に出荷されるも

の、または県内の市場から転送されて県外に行

くものというものがありまして、それにつきま

しては県外がおおよそ市場流通で行ったものに

つきましては6.4万トン、県内が6.7万トン、そ

ういった形では把握できますが、どこどこの地

域というところについてはなかなか今把握でき

ない状況であります。

以上です。

○鳥飼委員 なかなか難しいでしょうけども、

これは把握をしていく努力をやらないといけな

いんじゃないかなというふうに思っております。

今後の対策の立て方なりを含めて出てくると思

いますので、系統から外れて、例えば中央卸売

市場でということで、手数料がちょっと高いん

ですけども、県内の市場に商品が回る分もある

でしょうし、直接あそこで落として、相対で県

外の東北に送ったりとかしておられる業者さん

もおられるようですので、そこ辺はある程度努

力をすればできるのではないかなという気もし

ますけども、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。

それから、次の畜産の流通ですけども、同じ

く生体で流通をしている分と、加工になって流

通をしている分とあるわけですが、この分につ

いてもここで把握をしているのが全てという理

解でよろしいんでしょうか。これから外れてと

いいますか、県が把握できない形で県外なりに

流通をしているというものはないのかどうか、

お尋ねしたいと思います。

○押川畜産振興課長 お手元の資料、御説明し

たものにつきましては、概数といいますか、大

まかな数字としてはここに掲げてございますけ

ども、例えば県外に出たものがそれがそれぞれ

の屠場から、処理場から各業者さんに渡ります

と、それから先のというのは、委員がおっしゃっ

たように、なかなか把握しかねている部分もご

ざいます。

しかしながら、今後、例えば宮崎牛を売って

いく中で、ポイントを押さえて、そこにＰＲを

していくものを流すというふうに戦略を持って

いきませんと、効率が非常に悪くなりますので、

それは委員おっしゃったように、今からの私ど

もの課題だと考えております。

○鳥飼委員 生体より、屠畜をして加工してと

いうほうがいいんじゃないかなと思うんですけ

ど、そうなると、ここにも書いてあるように、

緒嶋委員も言われたように、屠畜場なり検査場

なりを増設をしていくということもできてくる

だろうと思うんですよね。そこについての議論

というのはどの程度されておられるのか、お尋

ねします。

○押川畜産振興課長 主なものとしましては、

高崎と都農にミヤチクの大きな屠場がございま

すが、施設の老朽化もございます。それと、取

扱量の変化もございますので、これを１カ所に

するのか、大型化するのかというのは、構想は

かなり前からありました。

しかしながら、口蹄疫の発生等々で、１カ所

にすることのリスクというのも出てまいりまし
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たので、それをあわせまして、今回のフードビ

ジネスのプランの中、それと私どもがせんだっ

て立てました畜産新生プランの中でも、関連産

業の検討という中で、そこをあわせて今さらに

検討を進めているところでございますが、大変

なかなか大きな問題でございますので、関係業

者、農家さんも含めて、慎重に、そしてできる

だけ早く、両方考えながら進めてまいりたいと

考えております。

○鳥飼委員 できるだけ早くといいますか、協

議を進めていただいて、そういう体制づくりを

しっかりお願いしたいというふうに思います。

最後になりますけども、県産品の販売なんで

すが、６ページに食料品の輸出の状況とかいう

のが書いてあります。どれぐらい加工品として

生産があるのか、そしてそれを県外にどれぐら

い出しているのか、そしてまた国外にどれぐら

い出しているのかというのを把握をしていくこ

とが非常に大事ではないかなというふうな気が

いたしますので、きょうはそれはおいておくと

しまして、４番の食料品・飲料の輸出の状況と

いうことで、輸出のところをお聞きしますと、

いろいろ書いてありますが、例えば輸出の品目、

何を輸出の中で、先ほど焼酎の話とかも出たん

ですけど、評価をしていこうとされているのか

ということになってくると、今、現状はどうな

んだということになるんですけど、その辺の全

体の輸出額で６億4,000万の中の品目といいます

か、何が一番多いのか、二、三、御紹介をいた

だければと思います。

○日下オールみやざき営業課長 品目でござい

ますけれども、品目として、やはり宮崎県の場

合は肉類の関係と、それから魚類、このあたり

が量としては多くなっている状況であります。

食品の中ということでございますけれども、肉

類や魚介類が割合としては高い状況でございま

す。

○鳥飼委員 肉類は精肉ということになるんで

しょうか、それとも例えばベーコンとか、いろ

いろありますけども、２次加工したものとか、

今、資料がなければよろしいんですけど、そう

いう把握をしっかりやっていって、今、現状が

こうなんですよというようなことと、それをど

うやってここの部分を伸ばそうとしているんで

すよという目標といいますか、額とかも当然出

てくると思いますので、そこはしっかりしてお

いていただきたいと思います。

○日下オールみやざき営業課長 今、済みませ

ん、量で肉、魚介類と言いましたけれども、宮

崎県の場合は焼酎等もございますので、飲料・

アルコールも量としては順位的に申しますと、

飲料・アルコールが額としては一番多くなって

おりまして、次が魚介類及びその調整品、その

次が肉類及び同調整品というふうな順位づけに

なっています。

その中で、加工品と素材のままの割合までは、

恐縮ながら、この調査におきましては判明はし

ていないところでございますけれども、おっしゃ

るとおり、宮崎の強みというか、何を重点的に

売っていくかといった形で、しっかりとそういっ

た優先順位をつけながら取り組んでいくことと

いうのは、おっしゃるとおり大事だと思ってい

ますので、そういった形で戦略的にしっかりと

取り組んでいきたいというふうに考えています。

○鳥飼委員 よろしくお願いします。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○徳重委員 ＴＰＰの交渉に７月から入るとい

うような流れになっておると思うんですが、県

も対策本部を立ち上げられて、今日までどれぐ

らいの協議をされてきたのか、それぞれの部に
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おいて、総合政策部、商工観光労働部、農政水

産部、それぞれの部においてどのような方向と

いうか、どういう問題が出てきたのか、お知ら

せをいただきたいと思います。

○金子総合政策課長 ＴＰＰ対策についてでご

ざいます。

知事を本部長といたします対策本部を設置い

たしまして、これまで過去２回ほど本部会議を

開きまして、情報収集、それから関係方面の声、

それから国への要望事項、そこらあたりを協議

しているところでございます。あわせて、知事

の要望活動等も実施をしているところでござい

ます。

御案内のとおり、７月中に動きが出てくるよ

うな状況になっております。また、国におきま

しても、強い農林水産業というような形での打

ち出しも今検討されておるところでございます

ので、特に本県の基幹産業への対策をどうして

いくかというところにつきまして、それこそ関

係部一体となりまして、先ほどフードビジネス

の論議もございましたけども、たとえＴＰＰが

あろうがなかろうが、しっかり本県の成長産業

の基盤、フードをつくっていくということは大

事なことでありますので、成長産業の育成とい

うことで取り組んでいるところでございます。

また、今後につきましても、国からの情報収

集活動、なかなか核心のところは、これから交

渉に入るようなことなので、なかなか情報提供

がないところでありますけれども、さらにアン

テナを高く張りまして、そして今後の対策あた

りを本当に真剣に考えていきたいというふうに

思って、必要に応じて国への要望活動、要請活

動等も強化してまいりたいという状況でござい

ます。

○徳重委員 今、要望活動なり、強い農業をつ

くっていくためにどうすべきかと、いろいろ具

体的な話が出ていると思うんですけど、しかし

結果が出てこないと、数字が出てこないと、ど

れだけ宮崎県に影響があるんだというものが出

てこないと、皆様方が何を要望していくのか、

どこがどうだから宮崎県の産業が経済がどうい

う形になっていくから、こういう要望をしたい

んだというものがないと、ＴＰＰをやめてくだ

さい、どうしてくださいと言っても、なかなか

相手にはね返ってこないと、こう思うんですよ

ね。

宮崎県は宮崎県独自のものがあるだろうと思

うし、大阪や東京、大都会は農業の問題なんて

全然関係ないでしょう。北海道とか宮崎とか、

農業県は農業県として、あるいは宮崎県は独特

のものがある。それなりの要望活動があってし

かるべきだと。だから、絶対宮崎県では、今の

流れからいくと、ＴＰＰは絶対反対しなければ、

農家は生きていけないんだというような考え方

がまだまだ私は大半だろうと思います。

攻めの農業、攻めの農業とおっしゃいます。

確かに、攻めの農業をしていかなきゃならない

ことはみんなわかっているんですよ。それはわ

かっているが、今の状況をＴＰＰが始まったら

宮崎県の農業はどうなっていくのかということ

を真剣に考えているから、対策本部もできたは

ずですから、具体的には前もちょっと数字が出

たかと思うんだけど、やっぱりこれはだめなん

だと。それを明確に提示しなければ、要望活動

にならないと思うんですよね。そういう要望の

観点というか、問題点というのは何なのか、具

体的なものがあれば教えてください。

○金子総合政策課長 本県への影響額というこ

とでありましたが、国の今回の試算、全体が３

兆円というふうに出ておるんですが、それに照
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らしまして本県に置きかえた場合の試算を出し

てございまして、具体的には1,250億円程度とい

うことで、非常に大きな影響額になっています

が、特にそのうちの畜産関係、豚肉、牛肉、鶏

肉、ここらあたりを中心に約８割という形で、

非常に大きな影響額になっているところでござ

います。

口蹄疫のときもそうでしたけれども、１次産

業のみならず、２次、３次、さまざまなやはり

そういうマイナスの影響というのが広がるとい

うのは十分認識しております。具体的に、これ

だけの１次産業だけ見ても1,250億円の影響があ

るということはきちんと要望書に載せた上で、

具体的な数字も示した上で、農水省、あるいは

内閣府に対しての要望もちゃんとやっていると

ころでございます。

○徳重委員 今、畜産関係も1,200億程度の影響

があると、県の総生産額、農業生産額が3,000億

と言われておりますね。なかなか3,000億を超す

というのは非常に至難のわざだろうと思うんで

すが、その中の1,200億といったら、特に畜産県

としての農業は全滅だと言っても過言でないよ

うな数字ではなかろうかなと、ほんの一部しか

残れないというようなことになるんじゃないか

と思いますが、畜産の関係の皆様方、誰でも結

構ですが、そこをどうクリアできると思います

か。

○鈴木農政企画課長 ＴＰＰの影響に関する御

質問だと思っております。

先ほど総合政策課長のほうから申し上げた影

響額がございます。これは販売ベースのほうで

の影響額ということでございまして、直ちに本

県の2,800億という産出額と比べられるものでは

ないというところが１つございますけれども、

同じベースで計算したものではございませんの

で、2,800億円の中から幾らという話ではござい

ませんが、それでも畜産、米に関しましては当

然非常に大きい影響が出るものということは我

々も当然思っております。

今後、どういう影響が出るか、あの試算に関

しましては、全ての品目に関して関税が即座に

撤廃されて何の対策も打たない場合という仮定

がございますけれども、どういう影響が出るか

につきましては、国の交渉を待たずしても、県

としても独自でしっかりと把握していく必要が

あるというふうに考えております。

県といたしましては、現在、全ての農業者に

対しまして、現時点での情報に基づいて、ＴＰ

Ｐに関してどういう思いを持っているか、今後、

自分の営農活動に対してどういう影響が出よう

かというようなアンケート調査も行っておりま

す。こういった結果も７月、８月に向けて取り

まとめようと思っておりますので、先ほど申し

上げました提案要望の中でもしっかりそこら辺、

宮崎の農業が実際にどのぐらいの影響を受ける

ということが予想されて、そのために必要な対

策が何かということをしっかり整理してまいり

たいと思っております。

また、対策につきましても、現在、宮崎県農

業成長産業化推進会議という形で、有識者の方、

あるいは実務経験者の方に集まっていただきま

して、しっかりとＴＰＰの推移、あるいはフー

ドビジネスの推進というものを踏まえた農業生

産基盤をどうしていくべきかという議論を今年

の４月から始めたところでございます。

第１回の会議では、やはり担い手の関係、あ

るいは中山間地域をどうしていくのか、そういっ

たものをもっと掘り下げて研究すべきではない

か、そういったことも伺っておりますので、ま

たそういった施策面のほうも、先ほど申し上げ
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ました影響調査と含めて、しっかりと形にして

いきたいというふうに思っております。

○徳重委員 ぜひ、少しでも早く具体的なそう

いった素案をつくり上げていただいて、対応を

しっかりしていただきたいと思っております。

それから、もう一つ、フードビジネスについ

てちょっとお尋ねしたいと思いますが、先ほど

坂口委員の質問の中でもいろいろ出てきたとこ

ろでありますが、新しい製品、あるいはフード

ビジネス化していこうとする努力はしていかな

きゃなりませんし、当然それを大きな柱として

いることは事実であります。やっていってほし

いんですが、それがお金に変わってくるという

か、還元されて、宮崎県内の生産者の、あるい

は事業者の所得に返ってこなければ、全く意味

のないことかなと思うんですよ。

そうなりますと、そういったつくったものが

本当に消費者に売れるという形がとれなければ

いけないわけであって、外に打って出ればいい

ということだけでは、これはなかなか広がって

いかないというのが私の思いであります。

まずは、つくったものを宮崎県の県民がそれ

ぞれの立場で、いいものができたと、これは宮

崎県の特産品なんだと、こういう立派なものが

できたんだから、みんな食べようじゃないかと

いう、そういう運動展開が最もビジネスにつな

がる、地産外消につながっていくんじゃないか

と思うんですよ。まずは、宮崎県内でつくった

ものがいい品物が消費されるかということが最

大の問題ではなかろうかと、こう思うんですよ。

いろんな新しいものもたくさん出ております

が、これをまず宮崎県は県内ではこんなに使っ

ていますよということが最大の売りになると、

私はこう思うんですが、その点についてはいか

がでしょうか。

○井手フードビジネス推進課長 地産地消とフ

ードビジネスの関係だと思います。

委員おっしゃるとおりの視点だと思っており

まして、委員会資料でございますと、15ページ

の一番下段を見ていただきたいと思うんですが、

これは誘客というところだけでちょっと言葉が

足りていなかったのかもしれませんけれど、地

産地消の拡大という視点も入れてございます。

一番下段、④でございますね。「食」による誘

客と地産地消の拡大、特に一番下の丸等で示し

ていますけども、創作料理という言い方をして

いますが、本県の素材のよさ、先ほど産業集積

室長のほうからもありましたように、抗酸化物

が多いとか、機能性に富む部分、この辺まで含

めまして、本県の素材のよさを十分引き出す食

べ方、そういうもの等も開発しながら、県民の

皆さんにも食べていただく。

その上のほうにございますように、それをう

まく使って、「食」の魅力をアップしながら、飲

食業界の方々、もしくはホテル旅館業界の方々

と連携しながら、誘客にもつなげていく、おい

しいもの、いいものを県内で食べて、しかも県

外からもお客様を呼び込む、そういうような取

り組みをしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○徳重委員 おっしゃるとおり、そうなんです

が、これが現実にちゃんと実行されなければ、

あるいはメディアを通してでも、いいものはど

んどん宣伝していくというか、広報していくと

いうそういう方法、そして確実に宮崎では何店

舗はこれを使っていますよと、あるいは都城で

は、延岡では何店舗使っていますよと、そうい

うものが出てくることによって、量がさばいて

いかれるというか、生産者も、あるいは加工業

者も安定した所得につながっていくんじゃない
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かなと。

まずは、ある程度の安定したものが生産でき

て、販売できるような体制ができることが、フ

ードビジネスにつながっていくんだと、こう思

うんですよ。まずは、県内でいかに消費ができ

るか、そういったことをさらに真剣に取り組ん

でいただきたいなということが私の思いであり

ます。

前も本会議で質問しましたように、外国の肉

を病院が使っているというようなお話もありま

したが、そういうことでは宣伝のしようがない

ということですよね。ぜひ、ひとつそういった

ことで、具体的に、ただ言っていますよ、そう

してくださいじゃなくて、確実に広げていくと

いうような、まずは県内ということをやってい

ただきたい。そのほうが経費も一切かからない

わけですね。輸送経費もかからない、安くで販

売できるわけですから、そこ辺を考えて、ぜひ

頑張っていただきますようにお願いをしておき

たいと思います。

以上です。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○星原副委員長 なければ、私のほうからちょっ

とお伺いしたいんですが、農商工連携、あるい

は６次産業、フードビジネスと、一連の流れが

ようやくここまで来たのかなというふうに思っ

ていまして、非常に遅きに失しているところも

あるなという思い。それはなぜかというと、こ

れまで担い手とか後継者とか、そういう育成と

言いながら、なぜそういう形が育ってこなかっ

たのかというのは、先ほど来出ていますように、

農家所得がなかなか安定したものにならない、

そういう部分があったと思うんですよ。

それで、今回、フードビジネスということで、

新たに販路までの、ようやくそこまでたどり着

いたと思うんですが、これからが本当の戦いじゃ

ないかな。先に走っている県もあるんですよね。

フードビジネスのことについて先行している県

もあるわけですから、その中に切り込んでいく

ものを何をどういうふうにやっていくのかとい

うことをしっかり把握しないと、私はいけない

んじゃないかなと思うんですが。

これを見ますと、フードビジネスの振興、こ

れからの具体化の取り組みということなんです

が、ことしからこれを政策に掲げたということ

は、去年の予算編成の時期で、こういうものを

目指して、こういう方向でこういうふうにして

いくんだというものがあって、多分政策の方向

性が決まって、予算も編成されたと思うんです

よね。

だから、そういう会議が５月にあって、今後

また何回かの会議をしていくということなんで

すが、そういう問題においても、そこに至る前

に何らかの去年の政策にのせる、予算編成する

ときに一定の方向が決まったはずなので、その

辺のフードビジネスに入っていこうとした基本

的な考えを先に聞かせていただくとありがたい

んですけど。

○井手フードビジネス推進課長 フードビジネ

ス振興構想の最も基本的な物の考え方は、やは

りマーケットインということではないかと思っ

ております。昨年度中にいろんな議論がされて、

振興構想そのものは昨年度中、３月に策定され

たものでありますので、構想の物の考え方とい

うのは昨年度来ずっと詰めてきて、予算につい

てもそれが県庁全体の予算として整理されてい

るというふうに考えております。

今回の進め方で、３つのプロジェクトを示し

ておりますけれども、これにつきましても、マ

ーケットインという考え方で、実際に売る市場
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側から見てどこが一番売れる、本県の持ってい

る特性の中でどこを売っていけばいいのかとい

うような議論の上で、具体的な項目を示す。要

するに、構想自体の中のより具体化をしていく

というブレークダウンのやり方を今回はとらせ

ていただいております。

なおかつ、今後もさらにこの中身をブレーク

ダウンしていくというのが、今回の御説明差し

上げました取り組みの進め方。しかも、ブレー

クダウンのやり方については、申し上げました

ように、マーケットインということで、実際に

マーケットにかかわっている方から意見、提案

をもらいながら、その中で売れるビジネスのと

ころに傾注していく。

ある意味、総花に見えるかもしれませんが、

総花の中で実際にビジネスにつながるところを

見つけたら、そこを突破口にそこに傾注してい

きたい、そういうふうに考えております。

○星原副委員長 そういう流れの中で、アンテ

ナショップの説明があって、17年からずっと続

いていますよね。そうすると、それぞれのアン

テナショップの消費者の動向、どういったもの

を消費者が求めているのか、あるいはどういっ

た味とか、あるいは宮崎に期待するものとか、

いろんなそういうためのこういう場所で物を売

るのも大事なんですが、買っていく方々にアン

ケートでもとって、２年後、３年後に向けてど

ういったものを売っていこうとか、あるいはど

ういったものを消費者は望んでいるとか、それ

は時代によってもどんどん変わっていくだろう

と思うんですが、そういう情報収集の仕方はど

ういうことを今やってきているんですか。

○日下オールみやざき営業課長 そういった情

報、市場のマーケットの情報のフィードバック

につきましては、どういった商品が売れている

かといった売れ筋の情報を、各会員の皆様、実

際に販売している皆様にそれをお渡しする、フィ

ードバックするというのもしておりますし、ま

た実際に店舗においてアンケート調査を行って、

そういった消費者の方の意見というのをこれま

たフィードバックするような取り組みというの

も行っています。

また、そういったまさしく御指摘のとおり、

アンテナショップのアンテナとしての機能を強

化するために、先ほども御説明させていただき

ましたけれども、今年度から販路開拓コーディ

ネーターということで、新たに新宿のほうに置

く形にいたしました。そういった多面的な取り

組みで、実際の市場のニーズというのをしっか

りとくみ上げていきたいなというふうに考えて

います。

○星原副委員長 それと、今、ＴＰＰの話も出

ているんですけども、外国の競争もそうなんで

すが、私は国内競争に勝たないと、まず外国と

の競争の問題の前にそっちがあるだろうという

ふうに思うんですよね。ＴＰＰがどういう形に

流れるかは別として、こういうフードビジネス

構想で今後進めていこうとすれば、まずそれよ

りも国内の中でどういった形で勝ち上がってい

くのか、あるいは東アジア経済交流戦略という

のを今度打ち出した、じゃ近辺の諸外国にどう

いった形で切り込んでいくのか、そういうとこ

ろがやはり目標、あるいは計画、あるいはどう

いう成果を上げていくというものが、将来を目

指す、５年後に目指すのか、10年後を目指すの

かわかりませんが、そのためには10年先の目標

だったらそれにかけて、５年先は、あるいは３

年先は、来年はどういう形で、多分そういうス

ケジュールができていると思うんですよね。

だから、目的がそういうふうになっていくた
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めには、どういうふうに組み込んでいくかとい

う、今回、きょう来てもらっている総合政策部、

商工観光労働部、農政水産部、そこら辺の連携

のとり方が非常に大事じゃないかなと思うんで

すが、その辺の取り組み方というのはどういう

方向で今後考えていらっしゃるんですか。

○井手フードビジネス推進課長 おっしゃると

おり、マーケットインという言い方をしました

けれども、川下側から物を見て、しかも川上ま

で含めて、上流から下流までソリューションと

して一体として捉えて振興を図るということが

大事だと思っています。

例えば、きょうは農政水産部の皆さんも来ら

れていますので、細かい数字はお任せするとし

まして、冷凍ホウレンソウであれば、国内の冷

凍ホウレンソウの７割のシェアを宮崎のほうで

とっております。これにつきましても、売り口

から見ればそうなんですけども、海外製品も合

わせた中で国内の冷凍ホウレンソウの中のシェ

アをどう広げていくか、やはり国内産を好む傾

向がだんだん出てきているというようなお話も

ある中で、もっとシェアが拡大できるのではな

いか。

そうした場合に、今度は産地のほうがそれに

対応できるほどのホウレンソウを産出できるか

という、産地側の課題が見えてくる。それをあ

わせて、売り先のほうの商工なり、そして産地

側を強化する農政なり、その間を総合政策部で

つないで、バランスよく全体調整しながら進め

ていく、そういうようなことを考えております。

○星原副委員長 あと、産学官金という、その

連携のとり方をどううまくとっていくのかなと

いう感じがするんですよね。結局、宮崎をこう

やって打ち出していても、全国47都道府県あれ

ば、それぞれの県が農業県のところは同じよう

な形で、流れは国がそういうふうな方向を示し

ているわけですから、そこで一番宮崎の財産と

いうか、宝というものはどういうふうに磨いて

いくかということが非常に重要だと思うんです

が、その辺の連携、言葉では出てくるんですけ

れども、どういうふうに今後つないでいって、

最終的には生産する人たちも力をつける、ある

いは加工する加工業の人たち、販路、売り先を

どういうふうにしていくかということと、求め

ている消費者がどういうものを求めているか、

それをちゃんと探りをつけて、その一体の中で

流れをいかにつくるかだと思うんですよね。

そういうものがしっかりしていかないと、な

かなか勝ち上がれないんじゃないかなと思うん

ですが、産学官金、あるいはもう一ついけば、

私は料理をする人とか、あるいは消費者とか何

かそういう人たちも入った中で、どういうふう

な売り方をしていくかというところも探ってい

かないと、物は私は全国でも宮崎県の農畜産物、

林産物、全てトップクラスだと思うんですよね。

あとは、どう味つけというか、色づけというか、

そういう方向にどう力をつけていくかじゃない

かなと思っていますので、その辺の取り組みは

どういうふうにしていこうと考えていらっしゃ

いますか。

○井手フードビジネス推進課長 フードビジネ

ス推進会議、これは、県内の産学官金と申し上

げましたが、金融機関も大学も入っていただい

ております。ただ、実際にやるときには、本当

は小さな取り組みから始めていかざるを得ない

のかなと思っておりまして、例えば委員会資料

のほうで御説明差し上げたのは、８ページにあ

るひでじビールさん、「穂倉金生」というビール、

この辺につきましては宮大さんも少し絡んでい

ただいています。高原町の麦をつくっていらっ
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しゃる農業生産法人さん、そして宮大さんと、

あとひでじビールさんと、ＳＰＧテクノさんと

食品開発センター、この辺のこういう取り組み

が具体例だと思っております。

同じように、今回、新聞でも少し取り上げて

いただきましたけど、同じ生産法人さんが今度

は県北の千徳酒造さんと組んで日本酒をつくろ

うとされています。酒米をこの間、田植えをさ

れたんですけれども、ここについては東京のミ

シュランの一つ星のレストラン、和食のお店を

やられているシェフさんにも入っていただいて、

そういうような出口サイドのシェフさんの意見

も取り入れながらという事業を、ことしからや

ろうとしております。

全体としてどう進めていくかというのもあり

ますし、そういう一つ一つの取り組みをきっち

り表に出しながらやってまいりたいと思ってお

ります。

○星原副委員長 最後ですが、私は、最後の戦

いじゃないかなというふうに思っていますので、

ぜひしっかり頑張っていただきたいと思います。

○岩下委員長 大変恐れ入りますが、予定時間

で幾分オーバーをしているような状況でござい

ますが、あと一、二問でお願いしたいと思いま

す。

○山下委員 時間がありませんので、簡単にい

きたいと思うんですが、先ほどの説明の中で、

本県の成長産業としての食のビジネス、フード

ビジネスを進めていくんだという決意のもとに、

今回、かなりな事業展開をされるわけですが、

きょうはせっかく３部の部長さん方もおられま

すので、私は１次産業の農政水産部の役割とし

て、１次産業の農家の所得を上げること、これ

が一番大きな原点だろうと思うんですね。

それを売っていく商工観光労働部の責任とし

て、東アジア、日本全国に向けての本県の豊か

な食材、つくったものをどうやって売っていく

か、これがまた商工観光労働部の大きな責任だ

ろうと思っています。

そして、これをまとめていく総合政策部の部

長さんもお見えでありますから、その辺の取り

組みの決意をぜひ３部の部長さん方にお伺いし

たいと思います。

農政水産部からがいいと思いますので、農政

から商工、最後のまとめで総合にお願いします。

○緒方農政水産部長 農政水産部は、１次産業

産品をつくるところということで、産地として

しっかりとした産地をつくっていきたい。それ

がスタートになって、フードビジネスが成り立っ

ていくんだろうと思います。今、非常に農林水

産業、いろんな課題を抱えていますので、そう

いう問題を解決しながら、しっかりとした産地

をつくり、そして１次産業に従事する人たちが

しっかりと所得確保できるように、一生懸命支

援してまいりたいと考えております。

以上です。

○茂商工観光労働部長 私、先日、東京に行き

まして、東京のアンテナショップめぐりをした

んですけれども、そのとき、最初は新宿のＫＯ

ＮＮＥに行きまして、それからあと有楽町から

銀座かいわいに、今かなりアンテナショップが

出ているんですね。そこを大体小一時間で回ろ

うと思えば、10軒ほどのアンテナショップを回

れるんですが、それを全部駆け足で回ってみた

んですけれども、やはり皆さんすごい競争され

ているなというふうに思いました。広島県さん

だけは地下１階地上３階で物すごいアンテナ

ショップを持っているんですけど、それ以外の

各県は規模とか場所とか、それはほとんど一緒

だと思いました。
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ただ、いろいろ表示の仕方とか、アピールの

仕方が、各県によって違うなというふうに思い

ました。まさに各県の競争だなというふうに思っ

たところです。

それと、もう一つ思ったのは、東京交通会館

というところの中に、全国の商工会連合会が出

しているアンテナショップがあるんです。これ

は47都道府県の商工会が出しているんですが、

物すごい品数があるんですね。ただ、その中で

どれがいいのかというのがさっぱりわからない

と思いました。だから、目立っていくためには、

相当な努力とか工夫が必要なんだなと思いまし

た。ということです。

それと、あとあわせて、幾らいいものをつくっ

てみても、我々は幾らいいものだと思っても、

それが消費者の方に受け入れられなければ売れ

ないということですね。それで、私が思ったの

は、先ほどもドレッシングを見ていただいたと

思うんですけど、私もあれを食べてみたんです

けど、非常においしいです。

ただ、いかんせん、地元のスーパーに並んで

いるかというと、残念ながらほとんど並んでい

ません。ＫＯＮＮＥとかにはもちろんあるんで

すけれども、いかにそういうものを県内のスー

パーに並べていただくか、そしてそれを日本に

広げていくか、そして世界に広げていくかとい

うことが非常に大事です。

これは、やはりいいものをつくり、それを知っ

ていただいて、そして多少高くても買っていた

だくということが大事だと思いますので、例え

ばいろんな試食とかも必要かなと思ったりして

います。いろんな問題はあるんでしょうけど、

そういうふうな工夫をしながら、全てがそろっ

てやっと物は売れると思いますので、商工観光

労働部としても一生懸命取り組んでいきたいと

思います。

○土持総合政策部長 食品産業等を含めたフー

ドビジネスの振興につきましては、皆様御承知

のとおり、これまで農政水産部、そして商工観

光労働部を中心に、本当にやるべきことをやっ

てきたというふうに考えております。

ただ、今回、復興から新たな成長へというこ

とで、本県の成長産業、これをどう位置づけて、

どう発展させていくかという中で、やはり本県

の基幹産業である農業、そしてフードについて

は外せないということで、さらなる高みを目指

して、この分野の成長を図っていこうというこ

とで、今回、総合政策部のほうにフードビジネ

ス課をわざわざ設けて、これを全県的に進めて

いこうという決意の表明であろうというふうに

考えております。

私どものほうでやれることというのは、本当

に限りはあるんですけれども、しっかりと農政、

商工と連携しながら、新たな切り口としてマー

ケットインという考え方も出してきております

ので、そういった今まで弱かった部分につきま

して、精いっぱい我々としても頑張ってまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

○山下委員 ありがとうございます。私は、基

本は商工観光労働部だろうと思うんですよ。しっ

かりと国内国外に向けて、何が売れるのか、安

売りじゃだめなんですよね。いいものを高くで

売ること、そして何をつくってくださいという

こと、何が売れるんですよということをフィー

ドバックして農政サイドにおろしていくこと、

このことをしっかりと役割をそれぞれが担って

いかないと。本県の切り札だろうと思っていま

すから、しっかりと商工観光労働部は勉強して

ください。
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そして、国内外に何が今はヒットしていくん

だと、食品をどんどん海外などへ送って、世界

を見ていただいて、派遣していただいて、宮崎

を売っていただきたい。全国各県との戦いだろ

うと思っていますから、しっかりと政策をやっ

ていってください。

終わります。

○岩下委員長 ありがとうございました。手短

に要望ということで。

○中野委員 済みません、資料提供。この中で、

宮崎県農業経営管理指針、私はこれ初めて聞い

た。これ冊子か何かわからんけど、資料をくだ

さい。

それから、ＴＰＰアンケートのサンプル、中

身。何か地元で笑い話みたいに聞いて、中身が

見たいなと思っていたもので、この中身を。

○工藤営農支援課長 今、委員のほうからお話

がありました農業経営管理指針、これにつきま

しては各農業改良普及センターごとに、主要な

品目も含めて、例えばピーマンとかキュウリと

か、収入が幾らで、経費が幾らかかって、幾ら

ぐらい所得があるのかというのを品目ごとに整

理をしたものがございます。委員からお話のあ

りました品目等については資料がございますの

で、また用意をさせていただきたいと考えてお

ります。

○岩下委員長 資料のほうは。

○工藤営農支援課長 資料のほうはございます。

○岩下委員長 提出のほうで、よろしいでしょ

うか。ありがとうございます。

まだまだお聞きしたいこと、勉強したいこと

はたくさんあるんですけども、今回はこれで終

了したいと思います。

それでは、これで終了いたします。ありがと

うございました。

執行部の皆さんは、御退席いただいて結構で

ございます。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

正午休憩

午後０時２分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ますけれども、時間が参っておりますが、この

まま御審議をお願いしてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 ありがとうございます。

それでは、協議事項１の「県内調査について」

でございますが、資料１をごらんいただきたい

と思います。

内容的には、こういった状況になっておりま

す。７月10日、７月11日の予定表が書いてあり

ます。内容につきましては、皆様方からお聞き

したその点を踏まえて、正副委員長も含めて協

議をさせていただいたところでございますが、

県北調査につきましてはこれで御了承いただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、諸般の事情により、若干の変更が出て

くる場合もあるかもしれませんが、正副委員長

に御一任いただきたいと思います。

次に、第２表、資料２でございますが、８月27

日、８月28日の県南調査の日程表でございます。

綾町の小水力発電、鹿児島県庁、そして翌日、

ミヤチク、イシハラフーズ、そしてローソンファ

ーム宮崎というふうに予定をしております。

先ほど申し上げましたけども、県南調査につ

きましても、調査先との調整もこれからとなり
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ます。皆様の御意見がございましたら、お願い

いたします。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 異議なしという声がございまし

たが、それではこのように決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 ありがとうございました。それ

では、そのように決定いたします。

なお、繰り返しになりますが、諸般の事情に

より、若干の変更が出てくる場合もあるかもし

れません。その点につきましては、正副委員長

に御一任をいただきますようお願いいたします。

次に、協議事項２の次回以降の委員会につい

てであります。

資料３をごらんください。表のとおり、年間

の調査活動を計画しております。執行部からの

説明聴取は、フードビジネスが４回、新エネル

ギー、ＴＰＰ対策が３回、海外戦略が２回とな

るよう計画いたしております。県内調査は、先

ほどの御協議いただきましたとおりでございま

す。県外調査は、調査事項のバランスを考えな

がら計画し、別途協議したいと考えております

が、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 異議なしの声でございます。そ

れでは、そのような形で準備をしていきたいと

思いますが、執行部の資料説明等につきまして

は正副委員長に御一任をいただきたいというふ

うに思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 最後になりますが、協議事項３

の「その他」でございますが、委員の皆様から

何かございませんか。（「故障しないようなバス

を使ってください」と呼ぶ者あり）というよう

な要望が出ておりますが、よろしくお願いいた

します。

時間延長、本当にありがとうございます。

日程確認でございますが、次回の委員会は７

月の25日午前10時からを予定しております。

それでは、本日の委員会を閉会いたします。

ありがとうございました。

午後０時７分閉会


